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技術検査要領について（通知）

標記について、別紙のとおり定めたので通知する。
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別紙

技術検査要領

（目的）

第１ この要領は、工事（防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓令第１

０８号）第２条に規定する工事をいう。以下同じ。）について、品質確保のために

行う技術的な検査（以下「技術検査」という。）の実施に関し必要な事項を定め、

もって工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに、工事に関する技術水準の

向上に資することを目的とする。

（技術検査の内容）

第２ 技術検査は、技術的な観点から、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえ

並びに現場書類の確認及び評価を行うものとする。

（技術検査の種類）

第３ この通知において、技術検査とは、中間技術検査、既済部分技術検査及び完成

技術検査をいう。

（技術検査を行う者）

第４ 技術検査は、原則として監督官（会計法（昭和２２年法律第３５号。以下

「法」という。）第２９条の１１第１項の補助者をいう。以下同じ。）の職務上の

上級者が行うものとし、中間技術検査は、工事担当部署の長（地方防衛局において

は事業監理課長）が指定する者が行い、既済部分技術検査及び完成技術検査は、検

査官（法第２９条の１１第２項の補助者をいう。）が行うものとする。

（中間技術検査の実施）

第５ 中間技術検査は、工事の規模、工期等を考慮し適切に行うものとし、原則とし

て工事期間中に１回以上行うものとする。

２ 中間技術検査の実施時期は、当該工事の主要工種が不可視となる構造物の埋戻し

前、コンクリート打設前や機器設置時の性能・能力確認など、施工上の重要な節目

において行うことを原則とする。

３ 中間技術検査を実施する場合は、実施回数及び実施する段階を工事特記仕様書に

記載する。

なお、検査日は、受注者の意見を踏まえ監督官が決定するものとする。

（中間技術検査の対象工事）

第６ 中間技術検査は、原則として全工事を対象に実施するものとする。ただし、以

下に掲げる工事については省略することができる。

（１）電気、ガス、電話又は水道の引込工事

（２）単独で契約する既設構造物撤去工事又は仮設物設置工事



（３）宿舎一部改修工事

（４）住宅用火災警報器設置工事

（５）宿舎ガス管改修工事

（６）電波障害対策工事

（７）小規模工事

（８）維持補修に係る工事

（９）複数の小規模工事を１件工事として契約する工事

（中間技術検査結果の報告等）

第７ 中間技術検査を行った者は、その確認結果を別記様式により、工事担当部署の

長（地方防衛局においては事業監理課長及び技術各課（建築課、土木課及び設備課

をいう。以下同じ。）の長）まで報告するとともに、施工状況等について改善を要

すると判断される事項については、監督官に指示し必要な措置を採らせるものとす

る。

２ 監督官は、前項により中間技術検査を行った者から指示を受けた場合は、工事打

合せ簿により受注者に対し必要な措置を採らせ、受注者からその措置が終了した旨

の報告を受けたときは、その旨を中間技術検査を行った者及び工事担当部署の長

（地方防衛局においては事業監理課長及び技術各課の長）まで報告するものとする。

（既済部分技術検査の実施及び結果の報告）

第８ 既済部分技術検査は、既済部分検査（法第２９条の１１第２項の規定による検

査をいう。）と同時に行うものとする。

２ 既済部分技術検査を行った者は、その確認結果を別記様式により、工事担当部署

の長（地方防衛局においては事業監理課長及び技術各課の長）まで報告するものと

する。

（完成技術検査の実施及び結果の報告）

第９ 完成技術検査は、完成検査（法第２９条の１１第２項の規定による検査をい

う。）と同時に行うものとする。

２ 完成技術検査を行った者は、その確認結果を別記様式により、工事担当部署の長

（地方防衛局においては事業監理課長及び技術各課の長）まで報告するものとする。

（工事成績評定）

第１０ 技術検査を行った者は、工事成績評定要領について（防整技第７１６０号。

２８．３．３１）に基づき、評定を行うものとする。



別記様式

完 成

既済部分 （第 回） 技術検査結果報告書

中 間

１ 工 事 名

２ 工 事 場 所

３ 請 負 代 金 額

４ 工 期
平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

５ 受 注 者 氏 名

６ 技 術 検 査 日 平成 年 月 日

７ 技術検査の結果

上記のとおり技術検査の結果について報告します。

平成 年 月 日

○ ○ ○○ 殿

確認者

官 職

氏 名 ,

Ａ４

技術検査結果については、別紙としてまとめることができる。


